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承第４号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年３月２６日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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承第５号 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

  令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

   美濃加茂市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を下記のとおり制

定する。 

                  記 

美濃加茂市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市固定資産評価審査委員会条例（昭和２９年美濃加茂市条例第１１号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 第１節 総則 

（趣旨） （この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号。以下「法」という。）第４３

６条の規定に基づき、固定資産評価審査委員

会（以下「委員会」という。）の審査の手続、

記録の保存その他審査に関し必要な事項を

定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号。以下「法」という。）第４３

６条の規定に基づき、固定資産評価審査委員

会（以下「委員会」という。）の審査の手続、

記録の保存その他審査に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

 第２節 委員長及び書記 

（委員長） （委員長） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

 第３節 審査の請求 

（審査の申出） （審査の申出） 
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第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 審査申出書には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

２ 審査申出書には、次に掲げる事項を記載し

審査申出人がこれに署名押印しなければな

らない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

３ （略） ３ （略） 

 ４ 審査申出書には、審査申出人（審査申出人

が法人その他の社団又は財団であるときは、

代表者又は管理人、総代を互選したときは総

代、代理人によつて審査の申出をするときは

代理人）が押印しなければならない。 

４・５ （略） ５・６ （略） 

     第４節 審査の手続 

（書面審理） （書面審理） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

（審査申出人の口頭による意見陳述） （審査申出人の口頭による意見陳述） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書

記がこれに署名押印しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 意見を聴いた委員及び調書を作成した

書記の氏名 

(4) （略） (3) （略） 

（口頭審理） （口頭審理） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載

しなければならない。 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載

し、提出者がこれに署名押印しなければなら

ない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

６・７ （略） ６・７ （略） 
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８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、審理を行つた委員及び調書を作成した書

記がこれに署名押印しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 審理を行つた委員及び調書を作成した

書記の氏名 

(6) （略） (5) （略） 

（実地調査） （実地調査） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、調査を行つた委員及び調書を作成した書

記がこれに署名押印しなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 調査を行つた委員及び調書を作成した

書記の氏名 

(5) （略） (4) （略） 

（議事についての調書） （議事についての調書） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載

し、議事に関与した委員及び調書を作成した

書記がこれに署名押印しなければならない。

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 議事に関与した委員及び調書を作成し

た書記の氏名 

(5) （略） (4) （略） 

（決定書の作成） （決定書の作成） 

第１１条 委員会は、審査の決定をする場合に

おいては、次に掲げる事項を記載し、委員会

が記名押印した決定書正副２通を作成しな

ければならない。 

第１１条 委員会は、審査の決定をする場合に

おいては、次に掲げる事項を記載し、委員会

が記名押印した決定書正副各１通を作成し

なければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 第５節 雑則 
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（関係者に対する費用の弁償） （関係者に対する費用の弁償） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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承第６号 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

  令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例について 

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

                  記 

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市税条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市税条例（昭和２９年美濃加茂市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割の

みを課すべきもののうち、前年の合計所得金

額が２８万円にその者の同一生計配偶者及

び扶養親族（年齢１６歳未満の者及び控除対

象扶養親族に限る。以下この項において同

じ。）の数に１を加えた数を乗じて得た金額

に１０万円を加算した金額（その者が同一生

計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当

該金額に１６万８千円を加算した金額）以下

である者に対しては、均等割を課さない。 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割の

みを課すべきもののうち、前年の合計所得金

額が２８万円にその者の同一生計配偶者及

び扶養親族の数に１を加えた数を乗じて得

た金額に１０万円を加算した金額（その者が

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

には、当該金額に１６万８千円を加算した金

額）以下である者に対しては、均等割を課さ

ない。 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 
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第２６条の８ 所得割の納税義務者が、前年中

に法第３１４条の７第１項第１号及び第２

号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若

しくは金銭を支出した場合には、同項に規定

するところにより控除すべき額（当該納税義

務者が前年中に同条第２項に規定する特例

控除対象寄附金を支出した場合にあつては、

当該控除すべき金額に特例控除額を加算し

た金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第２６条の４及び前条の規

定を適用した場合の所得割の額から控除す

るものとする。この場合において、当該控除

額が当該所得割の額を超えるときは、当該控

除額は、当該所得割の額に相当する金額とす

る。 

第２６条の８ 所得割の納税義務者が、前年中

に法第３１４条の７第１項第１号及び第２

号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若

しくは金銭を支出した場合には、同項に規定

するところにより控除すべき額（当該納税義

務者が前年中に同条第２項に規定する特例

控除対象寄附金を支出した場合にあつては、

当該控除すべき金額に特例控除額を加算し

た金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第２６条の４及び前条の規

定を適用した場合の所得割の額から控除す

るものとする。この場合において、当該控除

額が当該所得割の額を超えるときは、当該控

除額は、当該所得割の額に相当する金額とす

る。 

(1) 次に掲げる寄附金又は金銭のうち、市長

が別に定めるもの 

(1) 次に掲げる寄附金又は金銭のうち、市長

が別に定めるもの 

イ （略） イ （略） 

ロ 所得税法施行令（昭和４０年政令第９

６号）第２１７条第１号に規定する独立

行政法人に対する寄附金（出資に関する

業務に充てられることが明らかなもの

を除き、当該法人の主たる目的である業

務に関連するものに限る。） 

ロ 所得税法施行令（昭和４０年政令第９

６号）第２１７条第１号に規定する独立

行政法人に対する寄附金（当該法人の主

たる目的である業務に関連するものに

限る。） 

ハ 所得税法施行令第２１７条第１号の

２に規定する地方独立行政法人に対す

る寄附金（出資に関する業務に充てられ

ることが明らかなものを除き、当該法人

の主たる目的である業務に関連するも

のに限る。） 

ハ 所得税法施行令第２１７条第１号の

２に規定する地方独立行政法人に対す

る寄附金（当該法人の主たる目的である

業務に関連するものに限る。） 

ニ 所得税法施行令第２１７条第２号に

規定する法人に対する寄附金（法第３１

４条の７第１項第２号に掲げるもの及

び出資に関する業務に充てられること

が明らかなものを除き、当該法人の主た

ニ 所得税法施行令第２１７条第２号に

規定する法人に対する寄附金（法第３１

４条の７第１項第２号に掲げるものを

除く。当該法人の主たる目的である業務

に関連するものに限る。） 
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る目的である業務に関連するものに限

る。） 

ホ 所得税法施行令第２１７条第３号に

規定する公益社団法人及び公益財団法

人（所得税法施行令の一部を改正する政

令（平成２０年政令第１５５号）附則第

１３条第２項の規定によりなおその効

力を有するものとされる改正前の所得

税法施行令第２１７条第１項第２号及

び第３号に規定する民法法人を含む。）

に対する寄附金（出資に関する業務に充

てられることが明らかなものを除き、当

該法人の主たる目的である業務に関連

するものに限る。） 

ホ 所得税法施行令第２１７条第３号に

規定する公益社団法人及び公益財団法

人（所得税法施行令の一部を改正する政

令（平成２０年政令第１５５号）附則第

１３条第２項の規定によりなおその効

力を有するものとされる改正前の所得

税法施行令第２１７条第１項第２号及

び第３号に規定する民法法人を含む。）

に対する寄附金（当該法人の主たる目的

である業務に関連するものに限る。） 

ヘ 所得税法施行令第２１７条第４号に

規定する学校法人に対する寄附金（出資

に関する業務に充てられることが明ら

かなものを除き、当該法人の主たる目的

である業務に関連するものに限る。） 

ヘ 所得税法施行令第２１７条第４号に

規定する学校法人に対する寄附金（当該

法人の主たる目的である業務に関連す

るものに限る。） 

ト 所得税法施行令第２１７条第５号に

規定する社会福祉法人に対する寄附金

（法第３１４条の７第１項第２号に掲

げるもの及び出資に関する業務に充て

られることが明らかなものを除き、当該

法人の主たる目的である業務に関連す

るものに限る。） 

ト 所得税法施行令第２１７条第５号に

規定する社会福祉法人に対する寄附金

（法第３１４条の７第１項第２号に掲

げるものを除く。当該法人の主たる目的

である業務に関連するものに限る。） 

チ 所得税法施行令第２１７条第６号に

規定する更生保護法人に対する寄附金

（出資に関する業務に充てられること

が明らかなものを除き、当該法人の主た

る目的である業務に関連するものに限

る。） 

チ 所得税法施行令第２１７条第６号に

規定する更生保護法人に対する寄附金

（当該法人の主たる目的である業務に

関連するものに限る。） 

リ （略） リ （略） 

ヌ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６号）第４１条の１８の２第２項に規定

ヌ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６号）第４１条の１８の２第２項に規定
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する特定非営利活動に関する寄附金（そ

の寄附をした者に特別の利益が及ぶと

認められるもの、出資に関する業務に充

てられることが明らかなものを除く。）

する特定非営利活動に関する寄附金（そ

の寄附をした者に特別の利益が及ぶと

認められるものを除く。） 

２ （略） ２ （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族申告書） 

第２８条の３の２ （略） 第２８条の３の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支

払者が令第４８条の９の７の２において準

用する令第８条の２の２に規定する要件を

満たす場合には、施行規則で定めるところに

より、当該申告書の提出に代えて、当該給与

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項

を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であつて施行規則で定めるものをいう。次

条第４項及び第３４条の９第３項において

同じ。）により提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支

払者が所得税法第１９８条第２項に規定す

る納税地の所轄税務署長の承認を受けてい

る場合には、施行規則で定めるところによ

り、当該申告書の提出に代えて、当該給与支

払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を

電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法

であつて施行規則で定めるものをいう。次条

第４項において同じ。）により提供すること

ができる。 

５ （略） ５ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族申告書） 

第２８条の３の３ 所得税法第２０３条の６

第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所得

税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であつて、

扶養親族（年齢１６歳未満の者に限る。）を

有する者（以下この条において「公的年金等

受給者」という。）で市内に住所を有するも

のは、当該申請書の提出の際に経由すべき所

第２８条の３の３ 所得税法第２０３条の６

第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所得

税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であつて、

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有

する者（以下この条において「公的年金等受

給者」という。）で市内に住所を有するもの

は、当該申請書の提出の際に経由すべき所得
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得税法第２０３条の６第１項に規定する公

的年金等の支払者（以下この条において「公

的年金等支払者」という。）から毎年最初に

公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次に掲げる

事項を記載した申告書を、当該公的年金等支

払者を経由して市長に提出しなければなら

ない。 

税法第２０３条の６第１項に規定する公的

年金等の支払者（以下この条において「公的

年金等支払者」という。）から毎年最初に公

的年金等の支払を受ける日の前日までに、施

行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該公的年金等支払

者を経由して市長に提出しなければならな

い。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が令第４８条の９の７の３において

準用する令第８条の２の２に規定する要件

を満たす場合には、施行規則で定めるところ

により、当該申告書の提出に代えて、当該公

的年金等支払者に対し、当該申告書に記載す

べき事項を電磁的方法により提供すること

ができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が所得税法第２０３条の６第６項に

規定する納税地の所轄税務署長の承認を受

けている場合には、施行規則で定めるところ

により、当該申告書の提出に代えて、当該公

的年金等支払者に対し、当該申告書に記載す

べき事項を電磁的方法により提供すること

ができる。 

５ （略） ５ （略） 

（特別徴収税額） （特別徴収税額） 

第３４条の８ 第３４条の７の規定により徴

収すべき分離課税に係る所得割の額は次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

掲げる税額とする。 

第３４条の８ 第３４条の７の規定により徴

収すべき分離課税に係る所得割の額は次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

掲げる税額とする。 

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出し

た次条第1項の規定による申告書（以下こ

の条、次条第２項及び第３項並びに第３４

条の１０第１項において「退職所得申告

書」という。）に、その支払うべきことが

確定した年において支払うべきことが確

定した他の退職手当等で既に支払がなさ

れたもの（次号及び次条第１項において

「支払済みの他の退職手当等」という。）

がない旨の記載がある場合 その支払う

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出し

た次条第1項の規定による申告書（以下本

条、次条第２項及び第３４条の１０第１項

において「退職所得申告書」という。）に、

その支払うべきことが確定した年におい

て支払うべきことが確定した他の退職手

当等で既に支払がなされたもの（次号及び

次条第１項において「支払済みの他の退職

手当等」という。）がない旨の記載がある

場合 その支払う退職手当等の金額につ
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退職手当等の金額について第３４条の３

及び第３４条の４の規定を適用して計算

した税額 

いて第３４条の３及び第３４条の４の規

定を適用して計算した税額 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（退職所得申告書） （退職所得申告書） 

第３４条の９ （略） 第３４条の９ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、

退職所得申告書の提出の際に経由すべき退

職手当等の支払をする者が令第４８条の１

８において準用する令第８条の２の２に規

定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該退職所得申告書の提

出に代えて、当該退職手当等の支払をする者

に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事

項を電磁的方法により提供することができ

る。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第

２項の規定の適用については、同項中「退職

所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書

に記載すべき事項を」と、「支払をする者に

受理されたとき」とあるのは「支払をする者

が提供を受けたとき」と、「受理された時」

とあるのは「提供を受けた時」とする。 

（環境性能割の税率） （環境性能割の税率） 

第６５条の４ 次の各号に掲げる三輪以上の

軽自動車に対して課する環境性能割の税率

は、当該各号に定める率とする。 

第６５条の４ 次の各号に掲げる三輪以上の

軽自動車に対して課する環境性能割の税率

は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第４５１条第１項（同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けるもの １００分の１ 

(1) 法第４５１条第１項（同条第４項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を

受けるもの １００分の１ 

(2) 法第４５１条第２項（同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の規

(2) 法第４５１条第２項（同条第４項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を
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定の適用を受けるもの １００分の２ 受けるもの １００分の２ 

(3) （略） (3) （略） 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第６６条 （略） 第６６条 （略） 

（種別割の課税免除） 

第６６条の２ 商品であつて使用しない軽自

動車等に対しては、種別割を課さない。 

（種別割の賦課期日及び納期） （種別割の賦課期日及び納期） 

第６７条 （略） 第６７条 （略） 

   附 則    附 則 

（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例） 

第３条の２ 平成３０年度から令和９年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、法附則

第４条の４第３項の規定に該当する場合に

おける第２６条の３の規定による控除につ

いては、その者の選択により、同条中「同条

第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を

除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並

びに法附則第４条の４第３項の規定により

読み替えて適用される法第３１４条の２第

１項（第２号に係る部分に限る。）」として、

同条の規定を適用することができる。 

第３条の２ 平成３０年度から令和４年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、法附則

第４条の４第３項の規定に該当する場合に

おける第２６条の３の規定による控除につ

いては、その者の選択により、同条中「同条

第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を

除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並

びに法附則第４条の４第３項の規定により

読み替えて適用される法第３１４条の２第

１項（第２号に係る部分に限る。）」として、

同条の規定を適用することができる。 

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） （個人の市民税の所得割の非課税の範囲等）

第４条の２ 当分の間、市民税の所得割を課す

べき者のうち、その者の前年の所得について

第２６条の規定により算定した総所得金額、

退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、

３５万円にその者の同一生計配偶者及び扶

養親族（年齢１６歳未満の者及び控除対象扶

養親族に限る。以下この項において同じ。）

の数に１を加えた数を乗じて得た金額に１

０万円を加算した金額（その者が同一生計配

偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金

第４条の２ 当分の間、市民税の所得割を課す

べき者のうち、その者の前年の所得について

第２６条の規定により算定した総所得金額、

退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、

３５万円にその者の同一生計配偶者及び扶

養親族の数に１を加えた数を乗じて得た金

額に１０万円を加算した金額（その者が同一

生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、

当該金額に３２万円を加算した金額）以下で

ある者に対しては、第１６条第１項の規定に
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額に３２万円を加算した金額）以下である者

に対しては、第１６条第１項の規定にかかわ

らず、所得割（分離課税に係る所得割を除

く。）を課さない。 

かかわらず、所得割（分離課税に係る所得割

を除く。）を課さない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

第６条の２ （略） 第６条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法附則第１５条第２７項第１号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

３ 法附則第１５条第３０項第１号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２７項第１号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第３０項第１号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２７項第１号ハに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第３０項第１号ハに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２７項第１号ニに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第３０項第１号ニに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２７項第２号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

７ 法附則第１５条第３０項第２号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２７項第２号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第３０項第２号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２７項第２号ハに規定

する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定

する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２７項第３号イに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第３０項第３号イに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２７項第３号ロに規 １１ 法附則第１５条第３０項第３号ロに規
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定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２７項第３号ハに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第３０項第３号ハに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３０項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第３４項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３４項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の１とする。 

１４ 法附則第１５条第３８項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第３５項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第３９項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

 １６ 法附則第１５条第４１項に規定する市

の条例で定める割合は、零とする。 

１６ 法附則第１５条第４２項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１７ 法附則第１５条第４７項に規定する市

町村の条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

１７ 法附則第１５条第４６項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の１とする。 

１８・１９ （略） １８・１９ （略） 

（土地に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の固定資産税の特例

に関する用語の意義） 

（土地に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の特

例に関する用語の意義） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

（令和４年度又は令和５年度における土地

の価格の特例） 

（令和元年度又は令和２年度における土地

の価格の特例） 

第７条の２ 市の区域内の自然的及び社会的

条件からみて類似の利用価値を有すると認

められる地域において地価が下落し、かつ、

市長が土地の修正前の価格（法附則第１７条

の２第１項に規定する修正前の価格をい

う。）を当該年度分の固定資産税の課税標準

とすることが固定資産税の課税上著しく均

衡を失すると認める場合における当該土地

に対して課する固定資産税の課税標準は、第

第７条の２ 市の区域内の自然的及び社会的

条件からみて類似の利用価値を有すると認

められる地域において地価が下落し、かつ、

市長が土地の修正前の価格（法附則第１７条

の２第１項に規定する修正前の価格をい

う。）を当該年度分の固定資産税の課税標準

とすることが固定資産税の課税上著しく均

衡を失すると認める場合における当該土地

に対して課する固定資産税の課税標準は、第
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４０条の２の規定にかかわらず、令和４年度

分又は令和５年度分の固定資産税に限り、当

該土地の修正価格（法附則第１７条の２第１

項に規定する修正価格をいう。）で土地課税

台帳等に登録されたものとする。 

４０条の２の規定にかかわらず、令和元年度

分又は令和２年度分の固定資産税に限り、当

該土地の修正価格（法附則第１７条の２第１

項に規定する修正価格をいう。）で土地課税

台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令

和４年度適用土地又は令和４年度類似適用

土地であつて、令和５年度分の固定資産税に

ついて前項の規定の適用を受けないことと

なるものに対して課する同年度分の固定資

産税の課税標準は、第４０条の２の規定にか

かわらず、修正された価格（法附則第１７条

の２第２項に規定する修正された価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものと

する。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令

和元年度適用土地又は令和元年度類似適用

土地であつて、令和２年度分の固定資産税に

ついて前項の規定の適用を受けないことと

なるものに対して課する同年度分の固定資

産税の課税標準は、第４０条の２の規定にか

かわらず、修正された価格（法附則第１７条

の２第２項に規定する修正された価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものと

する。 

（宅地等に対して課する令和３年度から令

和５年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

（宅地等に対して課する平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の固定資産税の

特例） 

第８条 宅地等に係る令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３の２の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗

じて得た額。以下この条において同じ。）に

１００分の５を乗じて得た額を加算した額

（令和３年度分の固定資産税にあつては、前

年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は法附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定

第８条 宅地等に係る平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の額は、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税

に係る前年度分の固定資産税の課税標準額

に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４

９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等

であるときは、当該価格に同条に定める率を

乗じて得た額。以下この条において同じ。）

に１００分の５を乗じて得た額を加算した

額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標
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める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額（以

下「宅地等調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該宅地等調整固定資産税

額とする。 

準となるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該宅地等調整

固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る令和４年度分及び令和５年度分の宅地等

調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格に１

０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３又は法附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額を超え

る場合には、同項の規定にかかわらず、当該

固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地

等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３又は法附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資

産税額を超える場合には、同項の規定にかか

わらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係

る令和４年度分及び令和５年度分の宅地等

調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に１０

分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の

３又は法附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額に満たない場合

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資

産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係

る平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地

等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は法附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額に

満たない場合には、同項の規定にかかわら

ず、当該固定資産税額とする。 
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４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．６以上０．７以下のものに

係る令和３年度から令和５年度までの各年

度分の固定資産税の額は、第１項の規定にか

かわらず、当該商業地等の当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税

標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は法附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、前年度分

の固定資産税の課税標準額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産

税額（以下「商業地等据置固定資産税額」と

いう。）とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．６以上０．７以下のものに

係る平成３０年度から令和２年度までの各

年度分の固定資産税の額は、第１項の規定に

かかわらず、当該商業地等の当該年度分の固

定資産税に係る前年度分の固定資産税の課

税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける商業地等であるときは、前年度

分の固定資産税の課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」

という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．７を超えるものに係る令和

３年度から令和５年度までの各年度分の固

定資産税の額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に１０分の

７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額（以下「商業地

等調整固定資産税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．７を超えるものに係る平成

３０年度から令和２年度までの各年度分の

固定資産税の額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に１０分の

７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額（以下「商業地

等調整固定資産税額」という。）とする。 

（用途変更宅地等に係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

（用途変更宅地等に係る平成１８年度から

平成２０年度までの各年度分の固定資産税

の特例） 

第８条の３ 地方税法等の一部を改正する法

律（令和３年法律第７号）附則第１４条第１

第８条の３ 地方税法等の一部を改正する法

律（平成１８年法律第７号）附則第１５条第
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項の規定に基づき、令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税については、

法附則第１８条の３の規定を適用しないこ

ととする。 

１項の規定に基づき、平成１８年度から平成

２０年度までの各年度分の固定資産税につ

いては、法附則第１８条の３の規定を適用し

ないこととする。 

（農地に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の固定資産税の特例）

（農地に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

第１０条 農地に係る令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、

当該農地に係る当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当

該農地が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける農

地であるときは、当該課税標準額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額。以下この項

において同じ。）に、当該農地の当該年度の

次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応

じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて

得た額（令和３年度分の固定資産税にあつて

は、前年度分の固定資産税の課税標準額）を

当該農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」

という。）を超える場合には、当該農地調整

固定資産税額とする。 

第１０条 農地に係る平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の額は、

当該農地に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税

に係る前年度分の固定資産税の課税標準額

（当該農地が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受け

る農地であるときは、当該課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）に、当

該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる

負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額

（以下「農地調整固定資産税額」という。）

を超える場合には、当該農地調整固定資産税

額とする。 

（略） （略） 

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例） 

第１２条 附則第８条第１項から第５項まで

の規定の適用がある宅地等（附則第７条第２

号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４

９条の３、第３４９条の３の２又は法附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用

がある宅地等を除く。）に対して課する令和

第１２条 附則第８条第１項から第５項まで

の規定の適用がある宅地等（附則第７条第２

号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４

９条の３、第３４９条の３の２又は法附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用

がある宅地等を除く。）に対して課する平成
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３年度から令和５年度までの各年度分の特

別土地保有税については、第１２４条第１号

及び第１３１条中「当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格」とあるのは「当

該年度分の固定資産税に係る附則第８条第

１項から第５項までに規定する課税標準と

なるべき額」とする。 

３０年度から令和２年度までの各年度分の

特別土地保有税については、第１２４条第１

号及び第１３１条中「当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格」とあるのは

「当該年度分の固定資産税に係る附則第８

条第１項から第５項までに規定する課税標

準となるべき額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅

地評価土地の取得のうち平成１８年１月１

日から令和６年３月３１日までの間にされ

たものに対して課する特別土地保有税につ

いては、第１２４条第２号中「不動産取得税

の課税標準となるべき価格」とあるのは「不

動産取得税の課税標準となるべき価格（法附

則第１１条の５第１項の規定の適用がない

ものとした場合における課税標準となるべ

き価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」

とし、「令第５４条の３８第１項に規定する

価格」とあるのは「令第５４条の３８第１項

に規定する価格（法附則第１１条の５第１項

の規定の適用がないものとした場合におけ

る価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」

とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅

地評価土地の取得のうち平成１８年１月１

日から令和３年３月３１日までの間にされ

たものに対して課する特別土地保有税につ

いては、第１２４条第２号中「不動産取得税

の課税標準となるべき価格」とあるのは「不

動産取得税の課税標準となるべき価格（法附

則第１１条の５第１項の規定の適用がない

ものとした場合における課税標準となるべ

き価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」

とし、「令第５４条の３８第１項に規定する

価格」とあるのは「令第５４条の３８第１項

に規定する価格（法附則第１１条の５第１項

の規定の適用がないものとした場合におけ

る価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」

とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１２条の２ 法第４５１条第１項第１号（同

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１２条の２ 法第４５１条第１項第１号（同

条第４項又は第５項において準用する場合

を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自

家用のものに限る。以下この条において同

じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車

の取得が令和元年１０月１日から令和３年

１２月３１日までの間（附則第１２条の６第

３項において「特定期間」という。）に行わ

れたときに限り、第６４条第１項の規定にか

かわらず、軽自動車税の環境性能割を課さな

い。 

条第４項において準用する場合を含む。）に

掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに

限る。以下この条において同じ。）に対して

は、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元

年１０月１日から令和３年３月３１日まで

の間（附則第１２条の６第３項において「特

定期間」という。）に行われたときに限り、

第６４条第１項の規定にかかわらず、軽自動

車税の環境性能割を課さない。 
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（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

第１２条の２の２ （略） 第１２条の２の２ （略） 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行

う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１

項（同条第２項又は第３項において準用する

場合を含む。）又は法第４５１条第１項若し

くは第２項（これらの規定を同条第４項又は

第５項において準用する場合を含む。）の適

用を受ける３輪以上の軽自動車に該当する

かどうかの判断をするときは、国土交通大臣

の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行

う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１

項（同条第２項において準用する場合を含

む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２

項（これらの規定を同条第４項において準用

する場合を含む。）の適用を受ける３輪以上

の軽自動車に該当するかどうかの判断をす

るときは、国土交通大臣の認定等（法附則第

２９条の９第３項に規定する国土交通大臣

の認定等をいう。次項において同じ。）に基

づき当該判断をするものとする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１３条 法附則第３０条第１項に規定する

３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第４４４条第３項に規定する車

両番号の指定（次項から第８項までにおいて

「初回車両番号指定」という。）を受けた月

から起算して１４年を経過した月の属する

年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

係る第６６条の規定の適用については、当分

の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

第１３条 法附則第３０条第１項に規定する

３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第４４４条第３項に規定する車

両番号の指定（次項から第５項までにおいて

「初回車両番号指定」という。）を受けた月

から起算して１４年を経過した月の属する

年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

係る第６６条の規定の適用については、当分

の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

（略） （略） 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第６

６条の規定の適用については、当該軽自動車

が令和２年４月１日から令和３年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第６

６条の規定の適用については、当該軽自動車

が平成３１年４月１日から令和２年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた
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合には令和３年度分の軽自動車税の種別割

に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

場合には令和２年度分の軽自動車税の種別

割に限り、当該軽自動車が令和２年４月１日

から令和３年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和３年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

（略） （略） 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号

に掲げる法第４４６条第１項第３号に規定

するガソリン軽自動車（以下この条において

「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪

以上のものに対する第６６条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が令和２

年４月１日から令和３年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号

に掲げる法第４４６条第１項第３号に規定

するガソリン軽自動車（以下この項及び次項

において「ガソリン軽自動車」という。）の

うち３輪以上のものに対する第６６条の規

定の適用については、当該ガソリン軽自動車

が平成３１年４月１日から令和２年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和２年度分の軽自動車税の種別

割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年

４月１日から令和３年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和

３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

（略） （略） 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号

に掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上

のもの（前項の規定の適用を受けるものを除

く。）に対する第６６条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月

１日から令和３年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和３年

度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号

に掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上

のもの（前項の規定の適用を受けるものを除

く。）に対する第６６条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４

月１日から令和２年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和２

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガ

ソリン軽自動車が令和２年４月１日から令
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げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

和３年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の軽自

動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） （略） 

５ （略） ５ （略） 

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の乗用

のものを除く。）に対する第６６条の規定の

適用については、当該軽自動車が令和３年４

月１日から令和４年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和４

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽

自動車が令和４年４月１日から令和５年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和５年度分の軽自動車税の

種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受

ける３輪以上のガソリン軽自動車（営業用の

乗用のものに限る。）に対する第６６条の規

定の適用については、当該ガソリン軽自動車

が令和３年４月１日から令和４年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和４年度分の軽自動車税の種別割

に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４

月１日から令和５年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和５

年度分の軽自動車税の種別割に限り、第３項

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受
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ける３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規

定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用

のものに限る。）に対する第６６条の規定の

適用については、当該ガソリン軽自動車が令

和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和４年度分の軽自動車税の種別割に限

り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１

日から令和５年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和５年度

分の軽自動車税の種別割に限り、第４項の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１４条 市長は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２

項から第８項までの規定の適用を受ける３

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）

に基づき当該判断をするものとする。 

第１４条 市長は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２

項から第５項までの規定の適用を受ける３

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）

に基づき当該判断をするものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等） 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ 法附則第５６条第１項（同条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を受

ける土地に係る平成２４年度から令和８年

度までの各年度分の固定資産税については、

第５５条の規定は適用しない。 

２ 法附則第５６条第１項（同条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を受

ける土地に係る平成２４年度から令和３年

度までの各年度分の固定資産税については、

第５５条の規定は適用しない。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅

借入金等特別税額控除の特例） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅

借入金等特別税額控除の特例） 
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第２７条 （略） 第２７条 （略） 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき新型コロナウイルス感染症特例法第６

条の２第１項の規定の適用を受けた場合に

おける附則第７条の３の２第１項の規定の

適用については、同項中「令和１５年度」と

あるのは「令和１７年度」と、「令和３年」

とあるのは「令和４年」とする。 

 （美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例（令和２年美濃加茂市条例第３

０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第３２条の６ （略） 第３２条の６ （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 法第３２１条の８第６０項に規定する特

定法人である内国法人は、第１項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされている

法人の市民税の申告については、同項の規定

にかかわらず、同条第６０項及び施行規則で

定めるところにより、納税申告書に記載すべ

きものとされている事項（次項及び第１１項

において「申告書記載事項」という。）を、

法第７６２条第１号に規定する地方税関係

手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地

方税共同機構（第１１項において「機構」と

いう。）を経由して行う方法により市長に提

供することにより、行わなければならない。

９ 法第３２１条の８第５２項に規定する特

定法人である内国法人は、第１項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされている

法人の市民税の申告については、同項の規定

にかかわらず、同条第５２項及び施行規則で

定めるところにより、納税申告書に記載すべ

きものとされている事項（次項及び第１１項

において「申告書記載事項」という。）を、

法第７６２条第１号に規定する地方税関係

手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地

方税共同機構（第１１項において「機構」と

いう。）を経由して行う方法により市長に提

供することにより、行わなければならない。

１０～１４ （略） １０～１４ （略） 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、法第３２１条の８第６９

項の処分又は前項の届出書の提出があつた

ときは、これらの処分又は届出書の提出があ

つた日の翌日以後の第１２項前段の期間内

に行う第９項の申告については、第１２項前

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、法第３２１条の８第６１

項の処分又は前項の届出書の提出があつた

ときは、これらの処分又は届出書の提出があ

つた日の翌日以後の第１２項前段の期間内

に行う第９項の申告については、第１２項前
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段の規定は適用しない。ただし、当該内国法

人が、同日以後新たに同項前段の承認を受け

たときは、この限りでない。 

段の規定は適用しない。ただし、当該内国法

人が、同日以後新たに同項前段の承認を受け

たときは、この限りでない。 

１６ （略） １６ （略） 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手

続） 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手

続） 

第３２条の８ （略） 第３２条の８ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を

増加させる更正（これに類するものを含む。

以下この項において「増額更正」という。）

があつたとき（当該増額更正に係る市民税に

ついて法第３２１条の８第１項、第２項又は

第３１項に規定する申告書（以下この項にお

いて「当初申告書」という。）が提出されて

おり、かつ、当該当初申告書の提出により納

付すべき減額を減少させる更正（これに類す

るものを含む。以下この項において「減額更

正」という。）があつた後に、当該増額更正

があつたときに限る。）は、当該増額更正に

より納付すべき税額（当該当初申告書に係る

税額（還付金の額に相当する税額を含む。）

に達するまでの部分に相当する税額に限

る。）については、前項の規定にかかわらず、

次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた法人についてされた当該

増額更正により納付すべき市民税又は令第

４８条の１５の４第４項に規定する市民税

にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）

を延滞金の計算の基礎となる期間から控除

する。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を

増加させる更正（これに類するものを含む。

以下この項において「増額更正」という。）

があつたとき（当該増額更正に係る市民税に

ついて法第３２１条の８第１項、第２項又は

第３１項に規定する申告書（以下この項にお

いて「当初申告書」という。）が提出されて

おり、かつ、当該当初申告書の提出により納

付すべき減額を減少させる更正（これに類す

るものを含む。以下この項において「減額更

正」という。）があつた後に、当該増額更正

があつたときに限る。）は、当該増額更正に

より納付すべき税額（当該当初申告書に係る

税額（還付金の額に相当する税額を含む。）

に達するまでの部分に相当する税額に限

る。）については、前項の規定にかかわらず、

次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた法人についてされた当該

増額更正により納付すべき市民税又は令第

４８条の１５の５第４項に規定する市民税

にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）

を延滞金の計算の基礎となる期間から控除

する。 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合

の延滞金） 

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合

の延滞金） 

第３４条 （略） 第３４条 （略） 
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２ （略） ２ （略） 

３ 第３２条の８第４項の規定は、第１項の延

滞金額について準用する。この場合におい

て、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、

次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた法人についてされた当該

増額更正により納付すべき市民税又は令第

４８条の１５の４第４項に規定する市民税

にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）」

３ 第３２条の８第４項の規定は、第１項の延

滞金額について準用する。この場合におい

て、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、

次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた法人についてされた当該

増額更正により納付すべき市民税又は令第

４８条の１５の５第４項に規定する市民税

にあつては、第１号に掲げる期間に限る。）」

とあるのは、「当該当初申告書の提出により

納付すべき税額の納付があつた日（その日が

第３４条第１項の法人税額の課税標準の算

定期間の末日の翌日以後２月を経過した日

より前である場合には、同日）から同条第１

項の申告書の提出期限までの期間」と読み替

えるものとする。 

とあるのは、「当該当初申告書の提出により

納付すべき税額の納付があつた日（その日が

第３４条第１項の法人税額の課税標準の算

定期間の末日の翌日以後２月を経過した日

より前である場合には、同日）から同条第１

項の申告書の提出期限までの期間」と読み替

えるものとする。 

   附 則 附 則 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第２条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律

第８９号）第１５条第１項（第１号に係る部

分に限る。）の規定により定められる商業手

形の基準割引率が年５．５パーセントを超え

て定められる日からその後年５．５パーセン

ト以下に定められる日の前日までの期間（当

該期間内に前条第２項の規定により第３４

条第１項に規定する延滞金の割合を前条第

２項に規定する加算した割合とする年に含

まれる期間がある場合には、当該期間を除

く。以下この項において「特例期間」という。）

内（法人税法第７５条の２第１項（同法第１

４４条の８において準用する場合を含む。）

の規定により延長された法第３２１条の８

第１項に規定する申告書の提出期限が当該

年５．５パーセント以下に定められる日以後

に到来することとなる市民税に係る申告基

第２条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律

第８９号）第１５条第１項（第１号に係る部

分に限る。）の規定により定められる商業手

形の基準割引率が年５．５パーセントを超え

て定められる日からその後年５．５パーセン

ト以下に定められる日の前日までの期間（当

該期間内に前条第２項の規定により第３４

条第１項及び第４項に規定する延滞金の割

合を前条第２項に規定する加算した割合と

する年に含まれる期間がある場合には、当該

期間を除く。以下この項において「特例期間」

という。）内（法人税法第７５条の２第１項

（同法第１４４条の８において準用する場

合を含む。）の規定により延長された法第３

２１条の８第１項に規定する申告書の提出

期限又は法人税法第８１条の２４第１項の

規定により延長された法第３２１条の８第
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準日が特例期間内に到来する場合における

当該市民税に係る第３４条の規定による延

滞金にあつては、当該年５．５パーセントを

超えて定められる日から当該延長された申

告書の提出期限までの期間内）は、特例期間

内にその申告基準日の到来する市民税に係

る第３４条第１項及び第４項に規定する延

滞金の年７．３パーセントの割合は、これら

の規定及び前条第２項の規定にかかわらず、

当該年７．３パーセントの割合と当該申告基

準日における当該商業手形の基準割引率の

うち年５．５パーセントの割合を超える部分

の割合を年０．２５パーセントの割合で除し

て得た数を年０．７３パーセントの割合に乗

じて計算した割合とを合計した割合（当該合

計した割合が年１２．７７５パーセントの割

合を超える場合には、年１２．７７５パーセ

ントの割合）とする。 

４項に規定する申告書の提出期限が当該年

５．５パーセント以下に定められる日以後に

到来することとなる市民税に係る申告基準

日が特例期間内に到来する場合における当

該市民税に係る第３４条の規定による延滞

金にあつては、当該年５．５パーセントを超

えて定められる日から当該延長された申告

書の提出期限までの期間内）は、特例期間内

にその申告基準日の到来する市民税に係る

第３４条第１項及び第４項に規定する延滞

金の年７．３パーセントの割合は、これらの

規定及び前条第２項の規定にかかわらず、当

該年７．３パーセントの割合と当該申告基準

日における当該商業手形の基準割引率のう

ち年５．５パーセントの割合を超える部分の

割合を年０．２５パーセントの割合で除して

得た数を年０．７３パーセントの割合に乗じ

て計算した割合とを合計した割合（当該合計

した割合が年１２．７７５パーセントの割合

を超える場合には、年１２．７７５パーセン

トの割合）とする。 

２ 前項に規定する申告基準日とは、法人税額

の課税標準の算定期間の末日後２月を経過

した日の前日（その日が民法第１４２条に規

定する休日、土曜日又は１２月２９日、同月

３０日若しくは同月３１日に該当するとき

は、これらの日の翌日）をいう。 

２ 前項に規定する申告基準日とは、法人税額

の課税標準の算定期間又は法第３２１条の

８第４項に規定する連結法人税額の課税標

準の算定期間の末日後２月を経過した日の

前日（その日が民法第１４２条に規定する休

日、土曜日又は１２月２９日、同月３０日若

しくは同月３１日に該当するときは、これら

の日の翌日）をいう。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

改正は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中美濃加茂市税条例第２６条の８第１項第１号の改正及び同条例附則

第３条の２の改正並びに次条第１項の規定 令和４年１月１日 

(2) 第１条中美濃加茂市税条例第１７条第２項及び第２８条の３の３第１項の改
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正及び同条例附則第４条の２第１項の改正並びに次条第４項の規定 令和６年

１月１日 

(3) 附則第３条第４項及び第５項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する

等の法律（令和３年法律第●号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日 

(4) 第１条中美濃加茂市税条例附則第６条の２第１７項を同条第１６項とし、同

項の次に一項を加える改正（第１７項に係る部分に限る。） 特定都市河川浸

水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第３１号）の施行の日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の美濃加茂市税条例（以下「新条例」という。）

第２６条の８第１項第１号の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日

（以下この条及び附則第４条第１項において「施行日」という。）以後に支出す

る同号に規定する寄附金又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が施行日

前に支出した第１条の規定による改正前の美濃加茂市税条例（次項及び第３項に

おいて「旧条例」という。）第２６条の８第１項第１号に規定する寄附金又は金

銭については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２８条の３の２第４項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電

磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、

施行日前に行った旧条例第２８条の３の２第４項に規定する電磁的方法による同

項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２８条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第２８条の

３の２第４項に規定する電磁的方法による新条例第２８条の３の３第４項に規定

する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第

２８条の３の２第４項に規定する電磁的方法による旧条例第２８条の３の３第４

項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

４ 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人

の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和３年３月３１日までの間に取得された地方税法等

の一部を改正する法律（令和３年法律第７号。第５項において「改正法」という。）

第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項及び第
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４項において「旧法」という。）附則第１５条第８項に規定する雨水貯留浸透施

設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）の施行の日から令和３年３

月３１日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）内に旧法附則

第１５条第４１項に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」

という。）が取得（同条第４１項に規定する取得をいう。以下この項において同

じ。）をした同条第４１項に規定する機械装置等（以下この項において「機械装

置等」という。）（中小事業者等が、同条第４１項に規定するリース取引（以下

この項において「リース取引」という。）に係る契約により機械装置等を引き渡

して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第４１項に規定する

先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受

けた場合における当該機械装置等を含む。）に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 

４ 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号。次項において「令

和２年改正法」という。）の施行の日から令和３年３月３１日までの期間（以下

この項において「適用期間」という。）内に旧法附則第６４条に規定する中小事

業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定す

る取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規定する家屋及び構築

物（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース

取引」という。）に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業

を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及

び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家

屋及び構築物を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

５ 新条例附則第６条の２第１９項の規定は、令和３年４月１日以後に改正法第１

条の規定による改正後の地方税法附則第６４条に規定する中小事業者等（以下こ

の項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。

以下この項において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この項に

おいて「特例対象資産」という。）（中小事業者等が、同条に規定するリース取

引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約により特例対象資

産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装

置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向

上特別措置法の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては令和２年改正法の施行

の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、令
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和３年４月１日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対

象資産を含む。）に対して課する附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日の属

する年の翌年の１月１日（当該施行の日が１月１日である場合には、同日）を賦

課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合におい

て、令和３年４月１日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得を

した特例対象資産に対する新条例附則第６条の２第１９項の規定の適用について

は、同項中「中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第５０条第２項」

とあるのは、「生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２

項」とする。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取

得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について

適用し、施行日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の

環境性能割については、なお従前の例による。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の年度分

の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割

については、なお従前の例による。 
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承第７号 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

  令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

                  記 

美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市都市計画税条例（昭和３２年美濃加茂市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

１ （略） １ （略） 

（法附則第１５条第３４項の条例で定める

割合） 

（法附則第１５条第３８項の条例で定める

割合） 

２ 法附則第１５条第３４項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

２ 法附則第１５条第３８項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

（法附則第１５条第３５項の条例で定める

割合） 

（法附則第１５条第３９項の条例で定める

割合） 

３ 法附則第１５条第３５項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

３ 法附則第１５条第３９項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

（用途変更宅地等に係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

（用途変更宅地等に係る平成２１年度から

平成２３年度までの各年度分の都市計画税

の特例） 
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４ 地方税法等の一部を改正する法律（令和３

年法律第７号）附則第１４条第１項の規定に

基づき、令和３年度から令和５年度までの各

年度分の都市計画税については、法附則第２

５条の３の規定を適用しないこととする。 

４ 地方税法等の一部を改正する法律（平成１

８年法律第７号）附則第１５条第１項の規定

に基づき、平成２１年度から平成２３年度ま

での各年度分の都市計画税については、法附

則第２５条の３において読み替えて準用す

る法附則第１８条の３の規定を適用しない

こととする。 

５ （略） ５ （略） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令

和５年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

 （宅地等に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

６ 宅地等に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当

該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年

度分の都市計画税について法第７０２条の

３の規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下同じ。）に１００分の５を乗じて得

た額を加算した額（令和３年度分の都市計画

税にあつては、前年度分の都市計画税の課税

標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第１８項を

除く。）又は法附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき額と

した場合における都市計画税額（以下「宅地

等調整都市計画税額」という。）を超える場

合には、当該宅地等調整都市計画税額とす

る。 

６ 宅地等に係る平成３０年度から令和２年

度までの各年度分の都市計画税の額は、当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、

当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係

る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該

年度分の都市計画税について法第７０２条

の３の規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該価格に同条に定める率を乗じて得

た額。以下同じ。）に１００分の５を乗じて

得た額を加算した額（当該宅地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

（第１８項を除く。）又は法附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける

宅地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税

額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）

を超える場合には、当該宅地等調整都市計画

税額とする。 

７ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係 ７ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係
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る令和４年度分及び令和５年度分の宅地等

調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計

画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき価格に１

０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第１８項を除く。）又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額を超える場合には、前項の規定

にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

る平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地

等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１８項を除く。）又

は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした

場合における都市計画税額を超える場合に

は、前項の規定にかかわらず、当該都市計画

税額とする。 

８ 附則第６項の規定の適用を受ける宅地等

に係る令和４年度分及び令和５年度分の宅

地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都

市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価格に

１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第１８項を除く。）又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市

計画税額に満たない場合には、附則第６項の

規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。 

８ 附則第６項の規定の適用を受ける宅地等

に係る平成３０年度から令和２年度までの

各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該

宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１８項を除く。）又

は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合には、

附則第６項の規定にかかわらず、当該都市計

画税額とする。 

９ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０.６以上０.７以下のものに

係る令和３年度から令和５年度までの各年

度分の都市計画税の額は、附則第６項の規定

にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の

９ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０.６以上０.７以下のものに

係る平成３０年度から令和２年度までの各

年度分の都市計画税の額は、附則第６項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分
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都市計画税に係る前年度分の都市計画税の

課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３（第１８

項を除く。）又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計

画税額とする。 

の都市計画税に係る前年度分の都市計画税

の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は法附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該課税標準額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市

計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」

という。）とする。 

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が０.７を超えるものに係る令

和３年度から令和５年度までの各年度分の

都市計画税の額は、附則第６項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に１０

分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第１８項を除く。）又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額とする。 

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が０.７を超えるものに係る平

成３０年度から令和２年度までの各年度分

の都市計画税の額は、附則第６項の規定にか

かわらず、当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき価格に１

０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第１８項を除く。）又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額（以下「商業地等調整都市計画

税額」という。）とする。 

（農地に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の都市計画税の特例）

（農地に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

１１ 農地に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該農

地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該

農地に係る当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農

地が当該年度分の固定資産税について法第

１１ 農地に係る平成３０年度から令和２年

度までの各年度分の都市計画税の額は、当該

農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当

該農地に係る当該年度分の都市計画税に係

る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該

農地が当該年度分の固定資産税について法
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３４９条の３（第１８項を除く。）又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける農地であるときは、当該課税標

準額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額。以下この項において同じ。）に、当該

農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負

担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負

担調整率を乗じて得た額（令和３年度分の都

市計画税にあつては、前年度分の都市計画税

の課税標準額）を当該農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額（以下「農地調

整都市計画税額」という。）を超える場合に

は、当該農地調整都市計画税額とする。 

第３４９条の３（第１８項を除く。）又は法

附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける農地であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の

左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を

当該農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額（以下「農地調整都市計画税額」

という。）を超える場合には、当該農地調整

都市計画税額とする。 

（略） （略） 

（読替規定）  （読替規定） 

１２ （略） １２ （略） 

１３ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１

５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、

第２６項、第２９項、第３３項から第３５項

まで、第３７項から第３９項まで、第４２項

若しくは第４３項、第１５条の２第２項、第

１５条の３又は第６３条の規定の適用があ

る各年度分の都市計画税に限り、第２条第２

項中「又は第３３項」とあるのは「若しくは

第３３項又は附則第１５条から第１５条の

３まで若しくは第６３条」とする。 

１３ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１

８項から第２２項まで、第２４項、第２５項、

第２９項、第３３項、第３７項から第３９項

まで、第４２項から第４４項まで、第４７項

若しくは第４８項、第１５条の２第２項、第

１５条の３又は第６３条の規定の適用があ

る各年度分の都市計画税に限り、第２条第２

項中「又は第３３項」とあるのは「若しくは

第３３項又は附則第１５条から第１５条の

３まで若しくは第６３条」とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市都市計画税条例の規定は、令和３年度以後

の年度分の都市計画税について適用し、令和２年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。 
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承第８号 

   専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

  令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

   美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

                  記 

美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市介護保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 

第２条 令和３年度から令和５年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる

第１号被保険者（介護保険法（平成９年法律

第１２３号。以下「法」という。）第９条第

１号に規定する第１号被保険者をいう。以下

同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定

める額とする。 

第２条 令和３年度から令和５年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる

第１号被保険者（介護保険法（平成９年法律

第１２３号。以下「法」という。）第９条第

１号に規定する第１号被保険者をいう。以下

同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定

める額とする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 次のいずれかに該当する者 ８４，００

０円 

(7) 次のいずれかに該当する者 ８４，００

０円 

ア 合計所得金額が２１０万円未満であ

る者であり、かつ、前各号のいずれにも

ア 合計所得金額が２００万円未満であ

る者であり、かつ、前各号のいずれにも
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該当しないもの 該当しないもの 

イ （略） イ （略） 

(8) 次のいずれかに該当する者 １００，８

００円 

(8) 次のいずれかに該当する者 １００，８

００円 

ア 合計所得金額が３２０万円未満であ

る者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

ア 合計所得金額が３００万円未満であ

る者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

イ （略） イ （略） 

(9)～(16) （略） (9)～(16) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

附 則 附 則 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

第８条 令和２年２月１日から令和４年３月

３１日までの間に納期限（特別徴収の場合に

あっては、特別徴収対象年金給付の支払日。

以下この項において同じ。）が定められてい

る保険料（第１号被保険者の資格を取得した

日から１４日以内に法第１２条第１項の規

定による届出が行われなかったため令和２

年２月１日以降に納期限が定められている

保険料であって、当該届出が第１号被保険者

の資格を取得した日から１４日以内に行わ

れていたならば同年２月１日前に納期限が

定められるべきものを除く。）の減免につい

ては、次の各号のいずれかに該当する者は、

第１１条第１項第３号に規定する保険料の

減免の要件を満たすものとして、同項の規定

を適用する。 

第８条 令和２年２月１日から令和３年３月

３１日までの間に納期限（特別徴収の場合に

あっては、特別徴収対象年金給付の支払日。

以下この項において同じ。）が定められてい

る保険料（第１号被保険者の資格を取得した

日から１４日以内に法第１２条第１項の規

定による届出が行われなかったため令和２

年２月１日以降に納期限が定められている

保険料であって、当該届出が第１号被保険者

の資格を取得した日から１４日以内に行わ

れていたならば同年２月１日前に納期限が

定められるべきものを除く。）の減免につい

ては、次の各号のいずれかに該当する者は、

第１１条第１項第３号に規定する保険料の

減免の要件を満たすものとして、同項の規定

を適用する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市介護保険条例第２条の規定は、令和３年度

以後の保険料から適用し、令和２年度までの保険料については、なお従前の例に

よる。 
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承第９号 

   専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

  令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 

する基準を定める条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例 

について 

美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

                  記 

美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例  

 （美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例（令和３年美濃加茂市条例第１０号）の

一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

   附 則 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、令和３年４月１日から

施行する。 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条の規定は、令和３年４月１日から施行す

る。 

 （虐待の防止に係る経過措置） 
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２ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、この条例の第２条の規定による

改正後の美濃加茂市指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例（以下「新条例」という。）第３

条第３項及び第４０条の２（新条例第５９

条、第５９条の２０、第５９条の２０の３、

第５９条の３８、第８０条、第１０８条、第

１２８条、第１４９条、第１７７条、第１８

９条及び第２０２条において準用する場合

を含む。）の規定の適用については、これらの

規定中「講じなければ」とあるのは「講じる

よう努めなければ」とし、新条例第３１条、

第５５条、第５９条の１２（新条例第５９条

の２０の３において準用する場合を含む。）、

第５９条の３４、第７３条、第１００条（新

条例第２０２条において準用する場合を含

む。）、第１２２条、第１４５条、第１６８条

及び第１８６条の規定の適用については、こ

れらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待

の防止のための措置に関する事項に関する

規程を定めておくよう努めるとともに、次

に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項（虐

待の防止のための措置に関する事項を除

く。）」とする。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第３２条の２（新条例第

５９条、第５９条の２０、第５９条の２０の

３、第５９条の３８、第８０条、第１０８条、

第１２８条、第１４９条、第１７７条、第１

８９条及び第２０２条において準用する場

合を含む。）の規定の適用については、この規

定中「講じなければ」とあるのは「講じるよ

う努めなければ」と、「実施しなければ」とあ

るのは「実施するよう努めなければ」と、「行
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うものとする」とあるのは「行うよう努める

ものとする」とする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措

置に係る経過措置） 

４ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第３３条第３項（新条例

第５９条において準用する場合を含む。）及

び第５９条の１６第２項（新条例第５９条の

２０の３、第５９条の３８、第８０条、第１

０８条、第１２８条、第１４９条及び第２０

２条において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、これらの規定中「講じな

ければ」とあるのは「講じるよう努めなけれ

ば」とする。 

 （認知症に係る基礎的な研修の受講に関する

経過措置） 

５ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第５９条の１３第３項

（新条例第５９条の２０の３、第５９条の３

８、第８０条、第１０８条及び第２０２条に

おいて準用する場合を含む。）、第１２３条第

３項、第１４６条第４項、第１６９条第３項

及び第１８７条第４項の規定の適用につい

ては、これらの規定中「講じなければ」とあ

るのは「講じるよう努めなければ」とする。

 （栄養管理に係る経過措置） 

６ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第１６３条の２（新条例

第１８９条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、この規定中「行わ

なければ」とあるのは「行うよう努めなけれ

ば」とする。 

 （口腔
くう

衛生の管理に係る経過措置） 

７ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第１６３条の３（新条例
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第１８９条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、この規定中「行わ

なければ」とあるのは「行うよう努めなけれ

ば」とする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練に係る経過措置） 

８ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第１７１条第２項第３号

（新条例第１８９条において準用する場合

を含む。）の規定にかかわらず、指定地域密着

型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員

に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための研修を定期的に実施すると

ともに、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの訓練を定期的に実施するよう努めるも

のとする。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応に係る経

過措置） 

９ 令和３年４月１日から起算して６月を経

過する日までの間、新条例第１７５条第１項

（新条例第１８９条において準用する場合

を含む。）の規定の適用については、この規定

中「次の各号に定める措置を講じなければ」

とあるのは「次の第１号から第３号までに定

める措置を講じるとともに、次の第４号に定

める措置を講じるよう努めなければ」とす

る。 

 （ユニットの定員に係る経過措置） 

１０ 令和３年４月１日以降、当分の間、新条

例第１８０条第１項第１号ア(イ)の規定に

基づき入居定員が１０人を超えるユニット

を整備するユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設は、新条例第１５１条第１項第

３号ア及び第１８７条第２項の基準を満た

すほか、ユニット型指定地域密着型介護老人
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福祉施設における夜間及び深夜を含めた介

護職員並びに看護師及び准看護師の配置の

実態を勘案して職員を配置するよう努める

ものとする。 

１１ 令和３年４月１日において現に存する

建物（基本的な設備が完成しているものを含

み、令和３年４月１日の後に増築され、又は

全面的に改築された部分を除く。）の居室で

あって、改正前の美濃加茂市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例第１８０条第１項第１

号ア(ウ)ｂの規定の要件を満たしている居

室については、なお従前の例による。 

 （美濃加茂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（令和３年美濃加茂市条例

第１１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

附 則    附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、令和３年４月１日から

施行する。 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条の規定は、令和３年４月１日から施行す

る。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、この条例の第２条の規定による

改正後の美濃加茂市指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例（以下「新条例」とい

う。）第３条第３項及び第３７条の２（新条例
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第６５条及び第８６条において準用する場

合を含む。）の規定の適用については、これら

の規定中「講じなければ」とあるのは「講じ

るよう努めなければ」とし、新条例第２７条、

第５７条及び第８０条の規定の適用につい

ては、これらの規定中「、次に」とあるのは

「、虐待の防止のための措置に関する事項に

関する規程を定めておくよう努めるととも

に、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要

事項（虐待の防止のための措置に関する事項

を除く。）」とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関す

る経過措置） 

３ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第２８条第３項（新条例

第６５条において準用する場合を含む。）及

び第８１条第３項の規定の適用については、

これらの規定中「講じなければ」とあるのは

「講じるよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

４ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第２８条の２（新条例第

６５条及び第８６条において準用する場合

を含む。）の規定の適用については、この規定

中「講じなければ」とあるのは「講じるよう

努めなければ」と、「実施しなければ」とある

のは「実施するよう努めなければ」と、「行う

ものとする」とあるのは「行うよう努めるも

のとする」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための

措置に係る経過措置） 

５ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第３１条第２項（新条例

第６５条及び第８６条において準用する場

合を含む。）の規定の適用については、この規
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定中「講じなければ」とあるのは「講じるよ

う努めなければ」とする。 

 （美濃加茂市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の一部改正） 

第３条 美濃加茂市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例（令和３年美濃加茂市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

改正後 改正前 

附 則    附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、令和３年４月１日から

施行する。 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条の規定は、令和３年４月１日から施行す

る。 

 （虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、この条例による改正後の美濃加

茂市指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例（以下「新条例」という。）

第４条第５項及び第２９条の２（新条例第３

５条において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、これらの規定中「講じな

ければ」とあるのは「講じるよう努めなけれ

ば」とし、新条例第２０条（新条例第３５条

において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、この規定中「、次に」とある

のは「、虐待の防止のための措置に関する事

項に関する規程を定めておくよう努めると

ともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重

要事項（虐待の防止のための措置に関する事

項を除く。）」とする。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 
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３ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第２１条の２（新条例第

３５条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、この規定中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう努めなければ」

と、「実施しなければ」とあるのは「実施する

よう努めなければ」と、「行うものとする」と

あるのは「行うよう努めるものとする」とす

る。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措

置に係る経過措置） 

４ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第２３条の２（新条例第

３５条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、この規定中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう努めなければ」

とする。 

 （美濃加茂市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 美濃加茂市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例（令和３年美濃加茂市条例第１３号）の一部を次

のように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該

各号に定める日から施行する。 

この条例は、令和３年４月１日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各

号に定める日から施行する。 

(1) 第６条本文及び附則第２項の改正並び

に同項の次に１項を加える改正 公布の

日 

(1) 第６条本文及び附則第２項の改正並びに

同項の次に１項を加える改正 公布の日 

(2) 第１６条第２０号の次に１号を加える

改正 令和３年１０月１日 

(2) 第１６条第２０号の次に１号を加える改

正 令和３年１０月１日 

（虐待の防止に係る経過措置） 
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２ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、この条例の規定による改正後の

美濃加茂市指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営等に関する基準を定める条例（以

下「新条例」という。）第３条第５項及び第３

０条の２（新条例第３３条において準用する

場合を含む。）の規定の適用については、これ

らの規定中「講じなければ」とあるのは「講

じるよう努めなければ」とし、新条例第２１

条（新条例第３３条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、この規定中

「、次に」とあるのは「、虐待の防止のため

の措置に関する事項に関する規定を定めて

おくよう努めるとともに、次に」と、「重要事

項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のた

めの措置に関する事項を除く。）」とする。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第２２条の２（新条例第

３３条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、この規定中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう努めなければ」

と、「実施しなければ」とあるのは「実施する

よう努めなければ」と、「行うものとする」と

あるのは「行うよう努めるものとする」とす

る。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措

置に係る経過措置） 

４ 令和３年４月１日から令和６年３月３１

日までの間、新条例第２４条の２（新条例第

３３条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については、この規定中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう努めなければ」

とする。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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承第１０号

   専決処分の承認を求めることについて

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。

  令和３年６月７日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

   美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

 美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。

                  記

   美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例

 美濃加茂市国民健康保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

８ 令和２年２月１日から令和４年３月３１

日までの間に納期限（特別徴収の場合にあっ

ては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下

この項において同じ。）が定められている保

険料の減免については、次の各号のいずれか

に該当する者は、第３７条第１項第１号に規

定する保険料（被保険者の資格を取得した日

から１４日以内に法第９条第１項の規定に

よる届出が行われなかったため令和２年２

８ 令和２年２月１日から令和３年３月３１

日までの間に納期限（特別徴収の場合にあっ

ては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下

この項において同じ。）が定められている保

険料の減免については、次の各号のいずれか

に該当する者は、第３７条第１項第１号に規

定する保険料（被保険者の資格を取得した日

から１４日以内に法第９条第１項の規定に

よる届出が行われなかったため令和２年２
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月１日以降に納期限が定められている保険

料であって、当該届出が被保険者の資格を取

得した日から１４日以内に行われていたな

らば同年２月１日前に納期限が定められる

べきものを除く。）の減免の要件を満たすも

のとして、同項の規定を適用する。 

月１日以降に納期限が定められている保険

料であって、当該届出が被保険者の資格を取

得した日から１４日以内に行われていたな

らば同年２月１日前に納期限が定められる

べきものを除く。）の減免の要件を満たすも

のとして、同項の規定を適用する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、主たる生計維持者の事業収入、不動産

収入、山林収入又は給与収入（以下「事業

収入等」という。）の減少が見込まれ、次

のアからウまでの全てに該当すること。 

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、主たる生計維持者の事業収入、不動産

収入、山林収入又は給与収入（以下「事業

収入等」という。）の減少が見込まれ、次

のアからウまでの全てに該当すること。 

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入

等のいずれかの減少額（保険金、損害賠

償等により補填されるべき金額がある

ときは、当該金額を控除した額を控除し

た額）が前年の当該事業収入等の額の１

０分の３以上であること。 

ア 主たる生計維持者の事業収入等のい

ずれかの減少額（保険金、損害賠償等に

より補填されるべき金額があるときは、

当該金額を控除した額を控除した額）が

前年の当該事業収入等の額の１０分の

３以上であること。 

イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地

方税法第３１４条の２第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額並びに

国民健康保険法施行令第２７条の２第

１項に規定する他の所得と区別して計

算される所得の金額（地方税法第３１４

条の２第１項各号及び第２項の規定の

適用がある場合には、その適用前の金

額）の合計額が１，０００万円以下であ

ること。 

イ 主たる生計維持者の前年の地方税法

第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額並びに国民健

康保険法施行令第２７条の２第１項に

規定する他の所得と区別して計算され

る所得の金額（地方税法第３１４条の２

第１項各号及び第２項の規定の適用が

ある場合には、その適用前の金額）の合

計額が１，０００万円以下であること。

ウ 減少することが見込まれる世帯の主

たる生計維持者の事業収入等に係る所

得以外の前年の所得の合計額が４００

万円以下であること。 

ウ 減少することが見込まれる主たる生

計維持者の事業収入等に係る所得以外

の前年の所得の合計額が４００万円以

下であること。 

附 則

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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承第１１号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３

年５月２０日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第３２号 

   美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制

定する。 

  令和３年６月７日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

記 

   美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例（平成２３年美濃加茂市条例第２号）の

一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第１条―第４条関係） 別表（第１条―第４条関係） 

１ 市長の附属機関 １ 市長の附属機関 

附属機関名 所掌事項 委員の構成 委員

の定

数 

委員

の任

期 

（略） 

市営住宅入

居者選考委

員会 

（略） (1)・(2)

（略） 

（略） 

（略） 

美濃加茂市

行政不服審

査会（行政

不服審査法

（平成２６

年法律第６

（略） 

附属機関名 所掌事項 委員の構成 委員

の定

数 

委員

の任

期 

（略） 

市営住宅入

居者選考委

員会 

（略） (1)・(2)

（略） 

(3) 自治連

合会理事

（略） 

（略） 

美濃加茂市

行政不服審

査会（行政

不服審査法

（平成２６

年法律第６

（略） 
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８号）第８

１条第１項

に基づ

く。） 

美濃加茂市

上下水道事

業経営審議

会 

美濃加茂

市水道事

業及び下

水道事業

の経営に

関するこ

と。 

(1) 学識経

験を有す

る者 

(2) 市長が

適当と認

める者 

９人

以内 

２年 

８号）第８

１条第１項

に基づ

く。） 

２ 教育委員会の附属機関 ２ 教育委員会の附属機関 

（略） （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年７月１日から施行する。ただし、別表中１市長の附属機

関の表に美濃加茂市上下水道事業経営審議会の項を加える改正及び附則第３項の

規定は、令和３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日以後、最初に委嘱される美濃加茂市上下水道事業経営審議

会の委員の任期は、別表の規定にかかわらず、令和５年３月３１日までとする。 

（美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年

美濃加茂市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠となる法

律、条例等 

報酬の

額 

費用弁

償 

（略） （略） （略）（略）

美濃加茂市行政不

服審査会委員 

美濃加茂市上下水

道事業経営審議会

委員 

区分 根拠となる法

律、条例等 

報酬の

額 

費用弁

償 

（略） （略） （略）（略）

美濃加茂市行政不

服審査会委員 
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美濃加茂市地籍調

査推進員 

（略） 

（略）  

美濃加茂市地籍調

査推進員 

（略） 

（略）  
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議第３３号 

   美濃加茂市児童館の設置及び管理に関する条例及び美濃加茂市保育園 

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市児童館の設置及び管理に関する条例及び美濃加茂市保育園の設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

                  記 

   美濃加茂市児童館の設置及び管理に関する条例及び美濃加茂市保育園の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市児童館の設置及び管理に関する条例（平成１１年美濃加茂市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

（指定管理者の指定等） 

第８条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第３項の規定によ

り、法人その他の団体であって市長が指定す

るもの（以下「指定管理者」という。）に児童

館の管理を行わせることができる。 

（指定管理者の指定の手続） 

第９条 指定管理者の指定の手続については、

美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例（平成１７年美濃加茂

市条例第１８号）を適用する。 

（指定管理者の行う業務） 
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第１０条 指定管理者は、次に掲げる業務を行

うものとする。 

(1) 児童館の運営に関する業務 

(2) 児童館の施設、附属設備等の維持管理に

関する業務 

(3) 児童館の施設の環境整備に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める業務 

（指定管理者が管理する児童館における条

例の適用） 

第１１条 第８条の規定により指定管理者が

管理を行う児童館に係るこの条例の適用に

ついては、第６条中「市長」とあるのは「指

定管理者」と読み替えるものとする。 

（委任） （委任） 

第１２条 （略） 第８条 （略） 

（美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例（平成２７年美濃加茂市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（遵守事項） （遵守事項） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

（指定管理者の指定等） 

第２０条 市長は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

より、法人その他の団体であって市長が指定

するもの（以下「指定管理者」という。）に保

育園の管理を行わせることができる。 

（指定管理者の指定の手続） 

第２１条 指定管理者の指定の手続について

は、美濃加茂市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例（平成１７年美濃加

茂市条例第１８号）を適用する。 
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（指定管理者の行う業務） 

第２２条 指定管理者は、次に掲げる業務を行

うものとする。 

(1) 保育園の運営に関する業務 

(2) 保育園の施設、附属設備等の維持管理に

関する業務 

(3) 保育園の施設の環境整備に関する業務 

(4) 第２４条に規定する利用料金の徴収に

関する業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める業務 

２ 指定管理者は、業務を行うに当たり、法令、

この条例、この条例に基づく規則その他市長

の定めるところに従い、保育園の管理を行わ

なければならない。 

（指定管理者が管理する保育園における条

例の適用） 

第２３条 第２０条の規定により指定管理者

が管理を行う保育園に係るこの条例の適用

については、第５条中「市長が必要と認めた

ときは」とあるのは「指定管理者は、あらか

じめ市長の承認を得たときは」と、第６条第

２項中「市長が必要があると認めたときは」

とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長

の承認を得たときは」と、第７条第２項中「市

長」とあるのは「指定管理者」と、第９条及

び第１１条中「市長は」とあるのは「指定管

理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、

同条第３号中「市長が」とあるのは「指定管

理者が」と読み替えるものとする。 

（利用料金） 

第２４条 市長は、地方自治法第２４４条の２

第８項の規定により、第１３条第２項の表に

規定する第７条第２項に該当する者に係る
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保育料 （以下「利用料金」という。）を、指

定管理者の収入として収受させることとし、

利用料金の額は、同表に掲げる額の範囲内に

おいて、指定管理者が定めるものとする。 

２ 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、

納期限及び還付について定め、又はこれらを

変更しようとするときは、あらかじめ市長の

承認を得なければならない。 

（委任） （委任） 

第２５条 （略） 第２０条 （略） 

   附 則 

この条例は、令和３年７月１日から施行する。 

- 99 -



議第３４号 

   美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

                  記 

   美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年美濃加茂市条例第２７号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1)～(22) （略） (1)～(22) （略） 

(23) 特定地域型保育事業 法第４３条第２

項に規定する特定地域型保育事業をいう。

(23) 特定地域型保育事業 法第４３条第３

項に規定する特定地域型保育事業をいう。

(24)～(29) （略） (24)～(29) （略） 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第４３条 （略） 第４３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 市長は次のいずれかに該当するときは、第

１項第３号の規定を適用しないこととする

ことができる。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１

項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認めるときは、同号

の規定を適用しないこととすることができ
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る。 

(1) 市長が、児童福祉法第２４条第３項（同

法附則第７３条第１項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）の規定によ

る調整を行うに当たって、特定地域型保育

事業者による特定地域型保育の提供を受

けていた満３歳未満保育認定子どもを優

先的に取り扱う措置その他の特定地域型

保育事業者による特定地域型保育の提供

の終了に際して、当該満３歳未満保育認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護者の

希望に基づき、引き続き必要な教育・保育

が提供されるよう必要な措置を講じてい

るとき。 

(2) 前号の場合を除き、特定地域型保育事業

者による第１項第３号に掲げる事項に係

る連携施設の確保が著しく困難であると

認めるとき。 

５ 前項第２号の場合において、特定地域型保

育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規

定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定

員が２０人以上のものに限る。）であって、

市長が適当と認めるものを第１項第３号に

掲げる事項に係る連携協力を行う者として

適切に確保しなければならない。 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業

者は、児童福祉法第５９条第１項に規定する

施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２

０人以上のものに限る。）であって、市長が

適当と認めるものを第１項第３号に掲げる

事項に係る連携協力を行う者として適切に

確保しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

６～９ （略） ６～９ （略） 

     附 則  

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第３５号 

   美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 

                  記 

   美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年美濃加茂市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育

事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」

という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第１５条第１項及び第２項、第１６条第１

項、第２項及び第５項、第１７条並びに第１

８条第１項から第３項まで並びに附則第３

条において同じ。）は、利用乳幼児に対する

保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保

育事業者等による保育の提供の終了後も満

３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基

本法（平成１８年法律第１２０号）第６条第

１項に規定する法律に定める学校において

行われる教育をいう。以下この条において同

じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、

次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育

事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」

という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第１５条第１項及び第２項、第１６条第１

項、第２項及び第５項、第１７条並びに第１

８条第１項から第３項まで並びに附則第３

条において同じ。）は、利用乳幼児に対する

保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保

育事業者等による保育の提供の終了後も満

３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基

本法（平成１８年法律第１２０号）第６条第

１項に規定する法律に定める学校において

行われる教育をいう。第３号において同じ。）

又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲

げる事項に係る連携協力を行う保育所（子ど
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所（子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号）第７条第４項に規定する保育所を

いう。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園を

いう。）又は認定こども園（同項に規定する

認定こども園をいう。）（以下「連携施設」

という。）を適切に確保しなければならない。

も・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）

第７条第４項に規定する保育所をいう。）、

幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。）又

は認定こども園（同項に規定する認定こども

園をいう。）（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の

提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保

育事業の利用乳幼児にあっては、第４３条

に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

以下この号及び次項第１号において同

じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、

当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基

づき、引き続き当該連携施設において受け

入れて教育又は保育を提供すること。 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の

提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保

育事業の利用乳幼児にあっては、第４３条

に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

以下この号において同じ。）を、当該保育

の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に

係る保護者の希望に基づき、引き続き当該

連携施設において受け入れて教育又は保

育を提供すること。 

２ 市長は、次のいずれかに該当するときは、

前項第３号の規定を適用しないこととする

ことができる。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による前項第

３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、

著しく困難であると認めるときは、同号の規

定を適用しないこととすることができる。 

(1) 市長が、法第２４条第３項の規定による

調整を行うに当たって、家庭的保育事業者

等による保育の提供を受けていた利用乳

幼児を優先的に取り扱う措置その他の家

庭的保育事業者等による保育の提供の終

了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希

望に基づき、引き続き必要な教育又は保育

が提供されるよう必要な措置を講じてい

るとき。 

(2) 前号の場合を除き、家庭的保育事業者等

による前項第３号に掲げる事項に係る連

携施設の確保が、著しく困難であると認め

るとき。 

３ 前項第２号の場合において、家庭的保育事

業者等は、法第５９条第１項に規定する施設

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等

は、法第５９条第１項に規定する施設のう
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のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人

以上のものに限る。）であって、市長が適当

と認めるものを第１項第３号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者として適切に確保

しなければならない。 

ち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上

のものに限る。）であって、市長が適当と認

めるものを第１項第３号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者として適切に確保しな

ければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（職員） （職員） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号

に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。）

は、市長が行う研修（市長が指定する都道府

県知事その他の機関が行う研修を含む。）を

修了した保育士又は保育士と同等以上の知

識及び経験を有すると市長が認める者であ

って、次の各号のいずれにも該当するものと

する。 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号

に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。）

は、市長が行う研修（市長が指定する都道府

県知事その他の機関が行う研修を含む。）を

修了した保育士又は保育士と同等以上の知

識及び経験を有すると市長が認める者であ

って、次の各号のいずれにも該当するものと

する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 法第１８条の５各号及び法第３４条の

２０第１項第３号のいずれにも該当しな

い者 

(2) 法第１８条の５各号及び法第３４条の

２０第１項第４号のいずれにも該当しな

い者 

３ （略） ３ （略） 

（居宅訪問型保育事業） （居宅訪問型保育事業） 

第３８条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号

に掲げる保育を提供するものとする。 

第３８条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号

に掲げる保育を提供するものとする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福

祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条

第５項に規定する母子家庭等をいう。）の

乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に

従事する場合又は保護者の疾病、疲労その

他の身体上若しくは環境上の理由により

家庭において乳幼児を養育することが困

難な場合への対応等、保育の必要の程度及

び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育

(4) 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福

祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条

第５項に規定する母子家庭等をいう。）の

乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に

従事する場合への対応等、保育の必要の程

度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型

保育を提供する必要性が高いと市が認め

る乳幼児に対する保育 
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を提供する必要性が高いと市が認める乳

幼児に対する保育 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第３６号 

美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

について 

美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を下記のと

おり制定する。 

  令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

                  記 

美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年美濃加茂市条例第１６

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（入居者の選考） （入居者の選考） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 市長は、前項各号に規定する者について住

宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する

度合いの高い者から入居者を決定する。ただ

し、次に掲げる世帯の優先的入居を考慮する

ことができる。 

２ 市長は、前項各号に規定する者について住

宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する

度合いの高い者から入居者を決定する。ただ

し、次に掲げる世帯の優先的入居を考慮する

ことができる。 

(1) ２０歳未満の子を扶養している所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１

項第３１号に規定するひとり親の属する

世帯 

(1) ２０歳未満の子を扶養している所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１

項第３０号に規定する寡婦（同号イ中「夫

と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻を

していない者又は夫の生死の明らかでな

い者で政令で定めるもの」とあるのを「婚

姻によらないで母となった女子であって、

現に婚姻をしていないもの」と読み替えた

場合において同号イに該当する者を含

む。）又は同項第３１号に規定する寡夫（同

号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した
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後婚姻をしていない者又は妻の生死の明

らかでない者で政令で定めるもの」とある

のを「婚姻によらないで父となった男子で

あって、現に婚姻をしていないもの」と読

み替えた場合において同号に該当する者

を含む。）の属する世帯 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

附 則 

 この条例は、令和３年７月１日から施行する。 
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議第３７号 

美濃加茂市消防団条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市消防団条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

                  記 

美濃加茂市消防団条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市消防団条例（平成４年美濃加茂市条例第２６号）の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

（費用弁償） （費用弁償） 

第１２条 消防団員が水火災、警戒、訓練等の

職務に従事する場合に支給する費用弁償の

額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定めるとおりとする。ただし、第１号の

職務に従事した時間が４時間以下のときは

２分の１の額を、第２号の職務に４時間を超

えて従事したときは２倍の額を支給する。 

第１２条 消防団員が水火災、警戒、訓練等の

職務に従事する場合に支給する費用弁償の

額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定めるとおりとする。ただし、第１号及

び第２号の職務に４時間を超えて従事した

ときは、２倍の額を支給する。 

(1) 水火災その他の災害による災害出動 

１回につき８，０００円 

(1) 水火災その他の災害による災害出動 

１回につき２，０００円 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に支給すべき事由の生じた費用弁償については、改正後

の美濃加茂市消防団条例第１２条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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議第３８号 

美濃加茂市小口融資条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市小口融資条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

                  記 

美濃加茂市小口融資条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市小口融資条例（平成９年美濃加茂市条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

（申込人の資格） （申込人の資格） 

第４条 この条例に基づく融資の申込みの資

格を有する中小企業者は、次の要件を備える

者とする。 

第４条 この条例に基づく融資の申込みの資

格を有する中小企業者は、次の要件を備える

者とする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 申込みの日以前１年間に納期が到来し

た市民税（所得割。ただし、法人の場合は、

法人税割）の課税がある者。ただし、地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定

による障害者控除額、寡婦控除額又はひと

り親控除額を控除されたことにより、市民

税の所得割の税額がなくなった者である

場合は、均等割の課税がある者 

(4) 申込みの日以前１年間に納期が到来し

た市民税（所得割。ただし、法人の場合は、

法人税割）の課税がある者。ただし、地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定

による障害者控除額又は寡婦控除額を控

除されたことにより、市民税の所得割の税

額がなくなった者である場合は、均等割の

課税がある者 

(5) 前号の課税要件が満たされていない者

で、次に該当する場合は、この条例による

取扱いを認める。この場合においても第１

号から第３号までの要件を備えていなけ

ればならない。 

(5) 前号の課税要件が満たされていない者

で、次に該当する場合は、この条例による

取扱いを認める。この場合においても第１

号から第３号までの要件を備えていなけ

ればならない。 

イ 個人にあっては、申込みの日以前１ イ 個人にあっては、申込みの日以前１年
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年間に納期が到来した市民税（均等割）

の課税がある者。ただし、障害者控除額、

寡婦控除額又はひとり親控除額を控除

されたことにより非課税である者を含

む。 

間に納期が到来した市民税（均等割）の

課税がある者。ただし、障害者控除額又

は寡婦控除額を控除されたことにより

非課税である者を含む。 

ロ （略） ロ （略） 

附 則 

 この条例は、令和３年７月１日から施行する。 
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議第３９号 

   美濃加茂市土地開発基金条例を廃止する条例について 

美濃加茂市土地開発基金条例を廃止する条例を下記のとおり制定する。 

令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

                  記 

美濃加茂市土地開発基金条例を廃止する条例 

 美濃加茂市土地開発基金条例（昭和４５年美濃加茂市条例第３０号）は、廃止す

る。 

附 則 

 この条例は、令和３年７月１日から施行する。 
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議第４０号 

令和３年度美濃加茂市一般会計補正予算（第３号） 

令和３年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，９２０，２９７千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４，２４７，０１３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加は、「第３表 地方債補正」による。 

令和３年６月７日提出 

                    美濃加茂市長  伊 藤 誠 一 
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議第４１号

   市道路線の廃止について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとお

り市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議会の議決を求める。

  令和３年６月７日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

                  記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
牧野４５

号線 

牧野字緑ヶ丘２０４４番１地先  

牧野字緑ヶ丘１９１５番１地先 
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議第４２号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和３年６月７日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

                  記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
川合７０

１号線 

美濃加茂市川合町二丁目字若林２番５５地先   

美濃加茂市川合町二丁目字若林２番４６０地先 

２ 
今泉４７

８号線 

美濃加茂市加茂野町今泉字政広４７４番地先  

美濃加茂市加茂野町今泉字政広４７２番３地先 

３ 
牧野２２

０号線 

美濃加茂市牧野字小林２０４４番１地先 

美濃加茂市牧野字緑ヶ丘１９１５番９地先 
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議第４３号 

和解及び損害賠償の額を定めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の

規定により、次のとおり車両に損害を与えたことによる損害賠償の額を決定し、和

解することについて、議会の議決を求める。 

令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

１ 損害賠償の総額     ６０７，３０４円 

  上記金額の内訳 

(1) 車両修理代    ４８４，１０４円 

   (2) 代車費用     １２３，２００円 

２ 損害賠償の相手方  岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣２４０７番地 

            髙 井 喜 公 衣 

３ 和解の内容 

 (1) 美濃加茂市は、相手方の被った損害賠償金として６０７，３０４円を支払う。 

 (2) 本件について、双方とも他に債権債務のないことを確認する。 

 (3) 今後、本件に関しては、双方とも裁判上又は裁判外において、一切の異議、

請求の申立てをしないことを誓約する。 

- 160 -




